
平成 14年 4月 1日 

改正 平成26年 8月 15日 

令和 6年 1月 1日 

 

 

少量危険物・指定可燃物 

指 導 指 針 

 

 

 

 

 

 

 
美幌・津別広域事務組合 



目        次 

 

Ⅰ 総 則                                   P1 

 

Ⅱ 少量危険物等の貯蔵及び取扱いの基準 

 

第１ 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合の屋内及び屋外の扱い    P 2 

第２ 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合の同一場所の扱い      P 2 ～ P 5 

第３ 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準                P 5 ～ P 7 

第４ 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準    P 8 ～ P16 

第５ 屋外又は屋内における少量危険物の貯蔵又は取扱いの基準           P17 ～ P20 

第６ 指定数量の5分の1以上指定数量未満のタンクの技術上の基準        P21 ～ P23 

第７ 指定数量の5分の1以上指定数量未満の地下タンクの技術上の基準      P24 ～ P27 

第８ 指定数量の5分の1以上指定数量未満の移動タンクの技術上の基準      P28 ～ P30 

第９ 特殊な施設の少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準              P31 ～ P39 

第 10 少量危険物等貯蔵取扱所の消火設備の基準                 P40 

 

Ⅲ 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準 

 

第１ 品名の区分                               P41 ～ P45 

第２ 指定可燃物等を貯蔵し、又は取扱う場合の同一場所の扱い          P45 ～ P46 

第３ 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準                   P47 ～ P48 

第４ 指定可燃物等貯蔵取扱所の消火設備の基準                 P49 

 

Ⅳ 指定数量未満の危険物等の届出 

 

第１ 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出              P50 

第２ 少量危険物ＦＲＰ製地下タンクの届出に伴う事務処理            P50 ～ P51 

第３ 指定数量未満の危険物等のタンク水張・水圧検査              P52 

 

Ⅴ ホームタンクの設置基準                            P53 ～ P61 

 

Ⅵ 参考資料  

 


